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高圧 ガス取締法 と低温 セ ンター

低 温 センター 山 本 純 也(吹 田4106)

理 学 部 本 河 光 博(豊 中2472)

大学に知け る低温研究の将来に暗雲 をなげかけてい るのは研究費で も研究者の能力で もな く高圧 ガス

取締法 であることはご存知 でしようか。阪大に限 るな らば,ヘ リウムや水素の液化餐 よび液体ヘ リウム,

水 素,窒 素の貯蔵は高EEガ ス取締法(以 下法 と略 します)に 言 う製造にあた り,設 備や保 安態勢に厳 し

い条件が課されています。 これ を怠った り,違 反 した ときは都道府県知事 は許 可ゐ取 消 しを行 うことが

で きます(法38条)。 すなわち低温 センターはその仕事 を行 うことがで きず,学 内の低温研究はゑ休

みとな り'ます。

こんな ことを書 くと,法 律対策 は液化機 の納入業 者に しっか りや らぜれば よいではないか とか,大 阪

府が国立大学 に製造 中止命令 を出すはずがない と言われる方が澄 られます。 そ こで低温 センターだ より

の誌面をか り,保 安教育(法27条)の 一部 としてこの法律 と低温研究とのかかわ りを説明 し,低 温セ

ンターの関係者がいかに対策に腐心 しているか を知 っていただ きたいと思います
。

高圧ガス取締法 は昭和26年 に制定 され て以来10回 の改正 を経 て,現 在に至 っています。 この法 を

うけて一般高 圧ガス保安規則な どの潭産省令や告示な どで具体的な点が定め られています。'また大 部分

の権限は都道府県知事にあるため,法 令の解釈 に府県毎 の差のあるの も特微です。

高圧ガス設備 を持つ と保安係員な どを澄かなければな りません(法27条 の2)が,こ の人は高圧ガ

ス製造保安 責任者免状(国 家試験 に合絡 し,一 年以上の経験 を心要 とする)を 持 っていなければな りま

せん。現 在阪大には低温 セ ンタ」一3人,理 学部4人,エ 学部3入,基 礎エ学部1人,核 部理センター1

人 の計12人 の免状所持 者が居 り,全 国の大学 の中で もたぶん最 も豊富な方と思われます。阪大の高 圧

ガス保安 態勢は低温 センタ・一だ より第18号 の21ペ ー ジに表 に示 されていまナ よ うにこの有資格 者の

うち8人 の方に詮願い して成立 っています。

法35条 によると第一 種製造者(低 温 センターはこれに当 ります)は 年一回都道 府県知事の行 う保安

検査を受けなければな らないと決め られています。 以下この保安検査 を例 にとって説明 します。 大阪府

の場 合この検査は商工部計量安全課 ガス火薬検査 係が行い'ます。 この検査係では大 阪府全域の一般高圧

ガス,LPガ ス,コ ンビナー ト,冷 凍,火 薬等の検査 をわずか7名 で行っています。 しか しその権限は

絶大で,堺 の コン ビナー ト等 の事故等 では知事名 で製 造停止命令 を発っしています。

保安検査を受け るには法35条 の2に より事前に定期 自主検査を行います。 その内容は法律で定 めて

いる技術上の基準に適合 しているかど うかですが具体的には圧力計,安 全弁,温 度計な どの較正,作 動

試験 や,中 圧タンク等 の高圧容器 の肉厚 試験,そ して製造設備周辺の保安管理状況(火 気や危険物 など

との距離 保安物件までの距離の確認な ど)等 が含まれます。

この定期 自主検査記録は約15ペ ージにな・りますが,こ れを検査員に提出 します。検査員は もちろん

全設備について実施試験 を要求 できますが,時 間的な問題 もあ り,こ の 自主検査記録の内容と保安技術
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管理者や保安係員に対す る質問の答か ら判 断 して,必 要 と認 められる部分のみ実地試験 を行 います。 実

地試験 を要求 され ると時には液化機 や圧縮機 を分解 した りしなけれ ばな りません(こ んなことをす ると

液体ヘ リウムは一週 間ほど休みにな ります)か ら極力 これを避けるため,自 主検査記録 を完全に し,想

定問題集 を作って質問に答えられるよ うに して澄 きます。 自主検査は現在 センター職員 の手で行 ってい

ますので液化機の運転の合間をぬって2ク 月程かか ります。

今年の3月10日 に行なわれた保安検査では次のような指摘 をうけま した。 このよう左指摘 を受けた

ときは次年度の保安検査ーまでにその措置 しておかなければな り'ません。

吹 田 分 室 関 係

1.保 安電力の確保(特 に照明)

2.非 常通報 設備(構 内放送,ハ ン ドマイク等 の設備)・

3.障 壁 の安全性の確認

4.水 素 ガス警報器の作動 テス ト

5.可 燃物,危 険物までの距離の確認

6.水 素液化装置 の接地抵抗の確認

7.低 温部における材料の確認(使 用で きる材料は ステ ンレススチール,ア ル ミニウム,銅,チ タン系

に限 られる)

8.低 温 用温度計の較正

:豊 中 分 室 関 係

1.中 圧タ ンクの耐 圧テス ト

2.低 温部分にお ける材料 の確認

3.液 化機本体の不同沈下の測定

4.温 度計測器の較正

5.保 安電力の確保

6.障 壁 の安全性の確認

7.通 報 設備

この ように非常に広い範囲にわた って指摘され るため,こ れ らの対策 を進 めるには保安係員や センタ

ー職員に多大 の負担 となっています
。 また保安設備 や検査設備の追加のため高圧 ガス設備 を持つ ことは

金銭的に もかな りの負担 とな っています。温度計の較正な どは本当に必要なのか と思いた くなる もの も

含 まれていますQ

定期 自主検査や保安検査 は低温液化 ガスを製造 した り,貯 蔵 した りする上で極めて重要な安全性 に係

る問題であ り,法 律 の規定によ らず必要なことは当然です。 しか し法律の強化(特 にコンビナー トの事

一12一



故が続いたため昭和50年5月23日 同 法が改正 され非常に厳 し くな りま した。)に 伴い都道府県の指

導 も厳 し くな り大学の液化機 に対 して も従来のよ うな優 しい態度は とられな くな りま した。 これに伴 っ

て責任者の責任 も重 くな り,怯 に基 づ く規則を守 るために多 くの時間をとられ るようにな りま した。 こ

のよ うな問題は現在低温 センターの職員 の努力で解 決 していますが,保 安係員には全 った くの好意で な

って もらってお り,も しその入達 が転勤 した り退職 したときには,低 温 センターの設備は動 かせないと

い う事態にな り'ます。 隆盛 を誇 っている阪大 の低温研 究 もわずかな非常に気のいい高圧 ガス製造保安 責

任者免状 を持つ人 に頼 ってい るわけで,そ のことを考えると将来 もバ ラ色とは とて も言えません。

一般の液体ヘ リウム液体窒素などの一般 ユーザー更にあえて人事院
,文 部省の関係部局の方 々に もお・

願いしたいことは,セ ンター職員な どがこれ ら安全 を守 る仕 事に多大の時間をさき,同 時に責任を持 っ

ていること。保 安係員 等は刑事 上の責任を負わなければな らない状態にあるに も関 らず,研 究上のこと

はさて澄いて も,給 ・与の上 で もその他いかな る面で も何 の優 遇策 もとられていな いことをよく知 ってい

ただ きたいととです。 液体 ベ リウムと言え ども取扱いを誤ま ると非常に危険です。研 究室での事故を防

ぐため ユーザー一人ひ とりの方 々も一層の努力をされ ることを望んでいます。
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